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８月の無料相談

問

消費生活センターから

823-3928
　カード明細に高額なドル建て請求が！
　　　　「増加する出会い系サイトのトラブル」

◆相談　クレジットカードの明細に知らない会社か

らドル建ての請求があった。携帯電話のサイトでメー

ルのやり取りに必要なポイントを、国際ブランドカー

ドを使って購入したものであることがわかった。

　携帯電話サイトの自分のブログに芸能人の名前で

メールがきた。不審に思ったが「ブログを見て心を動

かされたので、あなたに悩みを聞いてほしい。事務

所に知られないよう出会い系サイトを利用してやり

取りをしてほしい。費用は謝礼金を払うので気にし

なくていい」と言われ、出会い系サイトに登録してし

まった。メールを交換すると、ポイントはすぐに無

くなってしまうが、謝礼金を充てればよいと思い、

ポイントを購入しながらメールの交換を続けた。謝

礼金は、会って渡すからと約束をしたが「急に仕事が

入った」、「体調が悪い」などとキャンセルを繰り返さ

れた。冷静になって考えるとだまされて高額なポイ

ント代を使わされたと思う。支払いたくない。

アドバイス　請求元は出会い系サイト運営会社が

提携している決済代行会社でした。国内規制を逃れ

るために国際ブランドカードを経由したことでドル

建ての請求になっていました。相談者には出会い系

サイトを利用した経過と事情、カード決済してしまっ

た理由を文書で送付し交渉してみるように助言しま

した。

　芸能人、医者、作家などと称し巧妙な手口でメー

ルのやり取りを続けさせて高額な料金を使わせる、

いわゆる“サクラ被害”が増加しています。また、「宝

くじ」、｢懸賞｣、「占い」サイトから出会い系サイトへ

つながるケースもあります。カード請求があるまで

高額な請求に気づかないなど、被害も深刻になって

います。不審に思ったら、メールを続けるのをやめ、

相談しましょう。

■8月の無料相談




